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総 合 特 区 推 進 担 当 

 

北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区について 

 

１ フード特区の概要                           

（１）経過 

   ・北海道、札幌市、江別市、函館市、帯広市及び北海道経済連合会は、食品の輸出拡大と食

料自給率の向上に貢献することを目的として、国から平成 23 年 12 月に「北海道フード・

コンプレックス国際戦略総合特区」の指定を受け、翌年 2 月に「総合特別区域計画（平成

24 年度～28 年度）」が認定されました。同年 3 月には特区のマネジメント組織として、「一

般社団法人 北海道食産業総合振興機構」を設立しています。 

・平成 29 年 3 月にフード特区の継続計画（平成 29 年度～令和 3 年度）が認定されています。 

 

（２）指定地域 

    ・札幌・江別エリア：食品の安全性・有用性の分析評価と研究開発の拠点 

    ・函 館 エ リ ア：水産食品の研究開発の拠点 

   ・帯広・十勝エリア：農食連携による食産業発展の拠点 

 

（３）優遇措置 

   ・税制支援、金融支援、財政支援、規制緩和 

 

２ 計画の内容と実績                              

（１）計画内容 

  ・計画期間：平成 29年度～令和 3年度までの 5年間 

  ・数値目標：輸出・輸入代替額 累計 2,600億円（来道外国人の食品購入額 1,100億円を含む） 

  ・主な事業：生産体制の強化や研究開発拠点の拡充、輸出支援の加速等の事業を推進 

 

（２）実績額 

・輸出・輸入代替額 【数値目標：2,600 億円（５年間の増加累計額）】 

年 度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3  

目標額(億円)   170 510 1,030 1,730 2,600  

実績額(億円)   179.0   600.1 907.0    

達成率 105.3％ 117.7％ 88.1％    

     実績減少の主な要因 

・輸出の主力であるホタテ貝等の水産品の輸出減少 

・新型コロナウイルスの感染拡大による輸出及び訪日外国人来道者数の大幅減少 

     ・日韓関係の悪化や香港の民主化デモ等による政情不安定の影響 
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３ 江別エリアの取組                          

（１）江別エリアのこれまでの主な取組実績と令和２年度の関連予算 

  ●機能性食品等の開発推進 

・北海道情報大学が機能性食品の開発を支援する「食の臨床試験（江別モデル）」の取組と 

「江別モデル」のボランティア基盤の強化等推進基盤の構築 

   ボランティア登録数：11,288人【令和２年 3月末現在】／ ㉚9,735→①11,288 

・産学官連携による新商品開発のモデル的な取組 

「江別産ブロッコリーのリラックススムージー」の開発 など 

・北海道食品機能性表示制度（ヘルシーＤｏ）の認定 

  「西洋かぼちゃ種子油」、「アスパラの力」、「オリゴノール寄せ豆腐」、「ヘルシーＤｏ－

Ｆｕ」、「紅一点美養スープ」４品、「江別産ブロッコリーのリラックススムージー」、 

「おとうふショコラレアチーズケーキ」 計 5社、10品目【平成 25年度～令和元年度】 

       (R2予算：機能性食品開発支援事業 6,500千円、フード特区機構負担金 2,600千円) 

  

●輸出・海外展開の支援 

 ・江別市内の食関連企業の海外販路開拓を促進するための「江別フェア」をシンガポールで

計 6 回開催。 (R2予算：海外市場開拓支援事業 1,560 千円、海外市場開拓等促進補助金 500千円) 

  

  ●プロモーションの展開 

   ・江別市で生産・製造されている食の魅力を首都圏の食関連事業者等にＰＲする「美味しい

江別ナイト」を都内レストランで計 6 回開催。(R2予算：フード特区広報事業 1,468 千円) 

     

江別フェア                  美味しい江別ナイト 

（シンガポール）                                         （都内レストラン） 

 

 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染症による影響 

   新型コロナウイルス感染症により、総合特区事業の推進に大きな制約が生じており、様々な工 

夫・代替手段を検討し、可能な範囲で取組を進める。 

①「台湾江別フェア」の開催 

・第１回：８月 14～16日、台北市、現地販売員による試食販売、渡航なし 

・第２回：10月１～14日、台北市、現地販売員による試食販売、台湾語江別市ＰＲパンフレ 

     ットの配布、渡航なし 

・第３回：１月７～17日、台北市ほか、渡航が可能となった場合、渡航によるＰＲ等を検討 

②「美味しい江別ナイト」（10月７日、東京都）の中止 

③海外バイヤー招聘・商談会は、通常渡航が可能となった時期に実施検討（日本への渡航困難で 

あれば代替手段を検討） 
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（２）旧岡田倉庫の移設と 

かわまちづくり協議会（仮称）の設置について 

 

 

 北海道開発局札幌開発建設部が施工する江別市街築堤工事（石狩川・千歳川堤防

整備）に伴い、市が所有する旧岡田倉庫の敷地が用地買収の対象となっていること

から、旧岡田倉庫の今後の活用方法と移転先について検討するとともに、当該エリ

アにおける観光資源の発掘やまちづくりについて協議するため、「かわまちづくり

協議会（仮称）」の設置を検討している。 

 

１ 旧岡田倉庫（アートスペース外輪船）の概要 

 

 所在地  江別市２条１丁目５番の２  

 建築面積 １９８．１７１㎡ 延床面積 ２３２．８９６㎡ 

 

  明治３０年に建築された旧岡田倉庫は、江別における舟運の時代を反映する貴

重な木骨石造の商業倉庫であり、鉄道と舟運の結節点として交通の要衝であった

往時の江別市街地（江別港）の歴史を物語る数少ない重要な建造物である。 

  外壁は札幌軟石を使用し、市内の木骨石造の建造物としては唯一、明治時代の

所産であり、現在まで良好な保存状態を維持していることから、江別市指定文化

財に指定されている。 

  市が岡田家から平成１０年に倉庫と住宅の寄贈を受けた後、地元有志等により

発足した旧岡田倉庫活用民間協議会が保全・運営を行っており、平成１６、１７

年の改修後は、「アートスペース外輪船」として、地域の劇団による演劇公演、

音楽会等の文化活動に活用されている。 

  市は、建物を取り巻く歴史的背景や文化的価値の保存等の観点から、近傍に移

転先地を確保した上で復元したいと考えている。 

 

 

２ 「かわまちづくり協議会（仮称）」の概要 

 

 ＜構成委員（未定）＞ 

  江別市（経済部、建設部等）、江別観光協会、旧岡田倉庫活用民間運営協議会、

江別商工会議所、有識者、地元自治会、まちづくり民間団体 等 

  （オブザーバー 札幌開発建設部、江別河川事務所 等） 

 

 ＜協議会開催期間＞ 

  協議会の設置は令和２年９月頃を予定。 

  令和３年度にかけて、４～５回の開催を予定。 
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江別市経済審議会条例 

昭和60年７月17日条例第18号 

改正 

平成２年３月７日条例第３号 

平成９年７月１日条例第33号 

平成10年12月８日条例第30号 

平成31年３月26日条例第11号 

 

（設置） 

第１条 本市における産業の振興及び市民の消費生活の安定向上を図るため、市長の附

属機関として江別市経済審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、答申する

ほか、必要に応じて意見を具申するものとする。 

(１) 産業の振興に関する基本的な事項 

(２) 市民の消費生活の安定及び向上を図るための基本的な事項 

 

（組織） 

第３条 審議会は、委員17人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 消費者代表 

(３) 事業者代表 

(４) 公募による者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。 

２ 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

 

（専門部会） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員をもって組織する専

門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、第２条各号に掲げる事項について、審議会からの付託又は委任により調査

審議するほか、会長が定める軽易な事項について処理するものとする。 

３ 部会に部会長を置き、部会の委員がこれを互選する。 
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（招集） 

第７条 審議会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。 

 

（会議） 

第８条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

３ 前２項の規定は、部会の会議について準用する。 

 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、経済部において処理する。 

 

（規則への委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。 

 

附 則 

（省略） 

 

江別市経済審議会条例施行規則 
昭和60年７月17日規則第30号 

改正 

平成９年６月26日規則第28号 

平成10年12月８日規則第54号 

平成31年３月29日規則第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江別市経済審議会条例（昭和60年条例第18号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員） 

第２条 条例第３条第２項に規定する委員の数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 学識経験者 ３人以内 

(２) 消費者代表 ３人以内 

(３) 事業者代表 ９人以内 

(４) 公募による者 ２人以内 

 

（補則） 

第３条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

 

附 則 

（省略） 
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よみ 推薦団体　役職等

井上　誠司
いのうえ
せいじ 酪農学園大学　農食環境学群教授

平澤　亨輔
ひらさわ
きょうすけ 札幌学院大学　経済学部　教授

小走　安則
こばしり
やすのり 北海道情報大学　経営情報学部　先端経営学科　教授

和田　美和
わだ
みわ 江別消費者協会　副会長

神保　順子
じんぼ
じゅんこ 江別市女性団体協議会　副会長

坂上　伸也
さかがみ
のぶや 連合北海道江別地区連合　副会長

中野　亮二
なかの
りょうじ 江別商工会議所　中小企業相談所長

大鹿　琢
おおしか
たく 江別金融協会　会長

岸本　佳廣
きしもと
よしひろ 江別市商店街振興組合連合会　理事長

松浦　智幸
まつうら
ともゆき 一般社団法人江別青年会議所

杉野　邦彦
すぎの
くにひこ 江別工業団地協同組合　代表理事

中津　智史
なかつ
さとし

地方独立行政法人北海道立総合研究機構　食品加工研究
センター　所長

皆川　和志
みながわ
かずし

北海道電力株式会社　執行役員
総合研究所長

わたべ
まさひろ 江別市農業委員会　農政常任委員長

岡村　恵子
おかむら
けいこ 江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会 会長

中尾　敏彦
なかお
としひこ 市民公募

石澤　真希
いしざわ
まき 市民公募

消費者代表

３号 事業者代表

氏　　名

経済審議会委員名簿　（令和2年8月1日現在）

区　分

４号 公募による者

１号 学識経験者

２号
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部長
及び相当職

部次長
及び相当職

課長
及び相当職

主幹
及び相当職

係長
及び相当職

係員 計

１ １ ６ １ ８ １９ ３６

経済部長　

福島　和幸 １ 次長

斉藤　幸治 １

商工労働課長

川島　雅一 １

主査(商工労働・商店街担当)　

壽福　愛佳 １

３

主査(地域雇用・産業連携担当)

岩村　太朗 １

１

観光振興課長

阿部　明美 １

観光振興係長

河辺　俊孝 １

３

参事（地域資源・観光協会担当）

渡部　学 １

農業振興課長

堀井　修 １

農政係長

川合　正洋 １

５

農畜産係長

白戸　麻衣 １

３

農村環境整備係長

多附　大輔 １

２

企業立地推進室長

経済部次長兼務

企業立地課長

稲垣　恭典 １

主幹(企業立地担当)

藤本　祐樹 １

主査(企業立地担当)

斎藤　拓磨 1
総合特区推進担当主査兼務 １

参事（渉外担当）
総合特区推進担当参事兼務

１

総合特区推進監

経済部長兼務

参事(総合特区推進担当)

坂口　克義 1
企業立地課長兼務

主幹(総合特区推進担当)
企業立地担当主幹兼務

主査(総合特区推進担当)

丹羽　芳徳 1
企業立地担当主査兼務

企業立地担当主査付兼務

経済部機構・配置図　　　（令和２年８月１日現在）

経済部付（北海道食産業総合振興機構派遣）
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